
 
 

 

漁
業
法
及
び
特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附

帯
決
議 

  

漁
獲
量
が
長
期
的
な
減
少
傾
向
に
あ
る
中
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
的
な
水
産
資
源
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
適
切

な
資
源
管
理
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
不
適
切
な
流
通
事
案
の
再
発
防
止
、
我
が
国
の
資
源
管
理
制
度
に
対
す
る
国
際

的
な
信
用
の
回
復
に
向
け
て
、
漁
業
者
を
始
め
と
し
た
関
係
者
の
理
解
と
協
力
を
得
て
今
般
の
法
改
正
を
実
効
性
あ
る
も
の
に

す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
を
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
水
産
業
の
実
情
を
踏
ま
え
、
漁
業
者
・

漁
業
協
同
組
合
及
び
流
通
・
加
工
業
者
の
経
営
並
び
に
地
域
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
十
分
に
配
意
す
る
こ
と
。 

二 

資
源
管
理
に
取
り
組
む
漁
業
者
の
経
営
へ
の
影
響
を
最
小
化
す
る
た
め
、
漁
業
収
入
安
定
対
策
事
業
や
ク
ロ
マ
グ
ロ
資
源

管
理
促
進
対
策
の
更
な
る
充
実
・
強
化
に
努
め
る
こ
と
。 

三 

特
定
第
一
種
第
二
号
水
産
動
植
物
等
の
譲
渡
し
等
の
際
に
採
捕
に
係
る
船
舶
等
の
名
称
、
個
体
の
重
量
等
を
記
録
・
保
存
・

情
報
伝
達
す
る
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
現
場
の
関
係
者
の
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用

の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

四 

北
太
平
洋
ま
ぐ
ろ
類
国
際
科
学
委
員
会
の
資
源
評
価
を
踏
ま
え
、
中
西
部
太
平
洋
ま
ぐ
ろ
類
委
員
会
北
小
委
員
会
等
に
お

い
て
、
太
平
洋
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
漁
獲
枠
の
拡
大
に
向
け
て
精
力
的
に
交
渉
を
進
め
る
こ
と
。 

五 

国
際
社
会
に
お
い
て
Ｉ
Ｕ
Ｕ
（
違
法
・
無
報
告
・
無
規
制
）
漁
業
撲
滅
の
実
行
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
水
産
物
輸
入
大
国



で
あ
る
我
が
国
と
し
て
、
国
際
的
な
Ｉ
Ｕ
Ｕ
漁
業
対
策
に
お
い
て
積
極
的
に
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
特
定
水
産
動
植
物

等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
適
正
な
運
用
等
を
通
じ
て
、
違
法
漁
獲
物
の
流
通
を
防
止
す
る
こ
と
。 

六 

広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
に
よ
る
遊
漁
者
の
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
採
捕
の
規
制
に
つ
い
て
、
遊
漁
者
へ
の
一
層
の
周
知
を
図

る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


